
普段みなさんが出している事業系ごみの中には、資源化できるものや、計画的に消費すれば減らすことができるものが
多く含まれています。
市が平成30年度に実施した調査では、可燃ごみの中に資源化できるもの（資源化できる紙が15％、手つかず（未開封）食品が
5％など）が含まれていることがわかっています。
減量や資源化は、コスト削減にもつながります。今一度、ごみの減量・資源化をご検討ください。

●まずは「紙」から減量を
　紙ごみは、種類ごと（新聞紙・ダンボール・雑がみ）に分別することでリサイクルすることができます。
　リサイクルすることにより可燃ごみの量も減りますので、排出にかかる費用を削減することができます。
　また、分別の状況、紙の量や状態などの条件によっては買取ってもらえる場合もあります。

●リサイクルをどう徹底するか
リサイクルを進めるにあたり難しいのは、その紙が

雑がみなのか禁忌品なのかどうかを判断することでは
ないでしょうか。
そこで、仕事場で使う主要な紙（たとえばオフィス

なら、コピー用紙、封筒、レシートなど）がどの分類
になるのかがはっきりわかるようにしておき、従業員
がストレスなく分別できるような工夫は効果的です。

たとえば、ある店舗では、「資源分別置き場」を設置し、その前にはお店での販売活動や
商品加工・サービスから発生する廃棄物の分別方法を写真付きでわかりやすくまとめた
ポスターを掲示しています。

●リサイクルの相談先
　紙ごみの回収品目や費用等は、現在契約している
一般廃棄物収集運搬許可業者、または、神戸市環境
共栄事業協同組合（共栄会　 331-3470）、兵庫
県製紙原料直納協同組合
（神戸古紙リサイクルの会内　 265-6860）に
ご相談ください。

「雑がみ」とは？

「雑がみ」とは、段ボール・飲料用紙パック以外の、様々なリサイクルできる紙のことです。
ただし、表面をコーティング加工した紙、感熱紙、写真などはリサイクルできません。

「紙のリサイクルについて
　詳しく知りたい場合は…」

古紙再生促進センターティッシュペーパー・
お菓子などの紙箱

はがき・名刺・封筒
窓付封筒のセロハンは可燃ごみへ

トイレットペーパー・
ラップなどの紙芯

雑がみで出せるもの

雑がみで出せないもの

カーボン紙
ノーカーボン紙も不可

感熱紙
レシートなど

紙パック

写真

紙以外のもの（金具、クリップ、クリアファイル、輪ゴム、綴じヒモ、
セロファンテープ、布、革、ＣＤなど）を混ぜて出さないでください。

雑誌・パンフレット・
ポスター・新聞紙

パンフレ

ティッシュペーパー
空の紙箱は可

出

オフィスペーパー
注）シュレッダーした紙も出せますが、
　　その場合、他の紙とは混ぜず、
　　飛散しないようにしてください

シール・付箋
台紙も不可

これ

せないもの

ANIMALSTICKERA

紙コップ・紙皿
トイレットペーパー・
ペーパータオル

紙芯は可


